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１．日本スタートアップ大賞の目的 

挑戦を称える社会意識を醸成するため、次世代のロールモデルとなるよう

な、インパクトのある新事業を創出した起業家やスタートアップを内閣総理

大臣が日本スタートアップ大賞として表彰します。 

大賞とあわせ、日本スタートアップ優秀賞、農業スタートアップ賞、大学

発スタートアップ賞、医療・福祉スタートアップ賞、国土交通スタートアッ

プ賞、情報通信スタートアップ賞、防衛スタートアップ賞、審査委員会特別

賞を表彰し、起業を志す人々や社会に対し、積極的に挑戦することの重要性

や起業家一般の社会的な評価を浸透させ、もって社会全体の起業に対する意

識の高揚を図ります。 

 

２．表彰部門・審査基準 

（１）日本スタートアップ大賞：１件 

有識者で構成される日本スタートアップ大賞審査委員会が、応募のあった

企業の中から、次の評価項目を総合的に勘案して、最も評価の高い企業を選

出します。 

 

評価項目 評価内容 

① 事業のビジョン グローバル市場への進出、社会課題の解決、地域経済

の活性化 等 

② 事業の新規性・

革新性 

事業内容の独創性、従来型のビジネスモデルとの違い 

従来の製品やサービス等の革新 

経済の活性化への寄与、社会での有用性 等 

③ 起業のチャレン

ジ性 

既存企業等からの独立、大学等の研究機関からの創出 

女性・若者・シニア層の起業 

イノベーション創出のための社内環境整備 等 

④ 事業の拡張性 創業からの事業成長の大きさ・スピード 等 

 

※日本スタートアップ大賞は、日本スタートアップ大賞審査委員会において、

内閣総理大臣賞として選出される予定です。 

 

（２）日本スタートアップ優秀賞：１件 

有識者で構成される日本スタートアップ大賞審査委員会が、応募のあった

企業の中から、前記①～④の評価項目を総合的に勘案して、次世代のロール

モデルとなるような優れた企業を選出します。 

 

※日本スタートアップ優秀賞は、日本スタートアップ大賞審査委員会におい

て、経済産業大臣賞として選出されます。 



日本スタートアップ大賞２０２５ 応募要領 
 
 

3 
 

 

（３）農業スタートアップ賞：１件 

農業スタートアップ賞については、日本スタートアップ大賞審査委員会

が、応募のあった企業の中から、前記①～④に下記⑤を加えた評価項目を総

合的に勘案して、評価の高い企業を選出します。 

   

評価項目 評価内容 

⑤ 農林水産業の発

展に対する寄与 

新規性のあるビジネスモデルや技術の有無、 

農林水産分野におけるイノベーションの創出、 

これらによる農林水産業の発展に対する寄与 等 

 

※農業スタートアップ賞は、日本スタートアップ大賞審査委員会において、農

林水産大臣賞として選出されます。 

 

（４）大学発スタートアップ賞：１件 

大学発スタートアップ賞については、日本スタートアップ大賞審査委員会

が、応募のあった企業のうち、以下の大学発スタートアップの定義に合致す

るものから、前記①～④の評価項目を総合的に勘案して、評価の高い企業を

選出します。 

   

大学発スタートアップの定義 

以下のⅰ）～ⅳ）のいずれかに該当する企業を「大学発スタートアップ」とする。 

ⅰ）大学等の特許を活用して起業したスタートアップ 

但し、起業時点では上記に該当していないが設立５年以内に大学等から技術移転を受

けたスタートアップも含みます。 

ⅱ）特許以外の大学等の研究成果を活用して起業したスタートアップ（特許は取得して

いないものの、大学等におけるアイディアやノウハウをもとに起業したスタートアッ

プ） 

但し、起業時点では上記に該当していないが設立５年以内に大学等と共同研究等を行

った成果を活用したスタートアップも含みます。 

ⅲ）教職員・学生等による人材移転型スタートアップ 

ⅳ）大学等が出資・経営支援したスタートアップ 

 

※大学発スタートアップ賞は、日本スタートアップ大賞審査委員会において、

文部科学大臣賞として選出されます。 

 

（５）医療・福祉スタートアップ賞：１件 

医療・福祉スタートアップ賞については、日本スタートアップ大賞審査委
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員会が、応募のあった企業の中から、前記①～④に下記⑥を加えた評価項目

を総合的に勘案して、評価の高い企業を選出します。 

   

評価項目 評価内容 

⑥ 医療・福祉分野

の発展に対する

寄与 

医療・福祉分野における革新的なイノベーションの創

出、医薬品・医療機器・再生医療等製品又は福祉機器

等の関連産業・ライフサイエンス技術の振興への寄

与、地域共生社会を実現するための包括的な福祉サー

ビスの提供体制の整備 等 

 

※医療・福祉スタートアップ賞は、日本スタートアップ大賞審査委員会におい

て、厚生労働大臣賞として選出されます。 

 

（６）国土交通スタートアップ賞：１件 

国土交通スタートアップ賞については、日本スタートアップ大賞審査委員

会が、応募のあった企業の中から、前記①～④に下記⑦を加えた評価項目を

総合的に勘案して、評価の高い企業を選出します。 

   

評価項目 評価内容 

⑦ 国土交通分野の

発展に対する寄

与 

新規性のあるビジネスモデルや技術の有無、 

国土交通分野におけるイノベーションの創出、 

国土交通分野の産業の発展に対する寄与 等 

 

※国土交通スタートアップ賞は、日本スタートアップ大賞審査委員会におい

て、国土交通大臣賞として選出されます。 

 

（７）情報通信スタートアップ賞：１件 

情報通信スタートアップ賞については、日本スタートアップ大賞審査委員

会が、応募のあった企業の中から、前記①～④に下記⑧を加えた評価項目を

総合的に勘案して、評価の高い企業を選出します。 

   

評価項目 評価内容 

⑧ 情報通信分野の

発展に対する寄

与 

新規性のあるビジネスモデルや技術の有無、 

情報通信分野におけるイノベーションの創出、 

情報通信分野の産業の発展に対する寄与 等 

 

※情報通信スタートアップ賞は、日本スタートアップ大賞審査委員会におい
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て、総務大臣賞として選出されます。 

 

（８）防衛スタートアップ賞：１件 

防衛スタートアップ賞については、日本スタートアップ大賞審査委員会

が、応募のあった企業の中から、前記①～④に下記⑨を加えた評価項目を総

合的に勘案して、評価の高い企業を選出します。 

   

評価項目 評価内容 

⑨ 防衛分野の発展

に対する寄与 

将来的に防衛分野におけるイノベーションの創出、我

が国の防衛における新たな機能・技術の獲得に対する

寄与する可能性、防衛力強化及び運用の改善に対する

寄与する可能性 等 

 

※防衛スタートアップ賞は、日本スタートアップ大賞審査委員会において、防

衛大臣賞として選出されます。 

 

（９）審査委員会特別賞： １件 

上記の日本スタートアップ大賞、日本スタートアップ優秀賞、農業スター

トアップ賞、大学発スタートアップ賞、医療・福祉スタートアップ賞、国土

交通スタートアップ賞、情報通信スタートアップ賞、防衛スタートアップ賞

のほか、評価項目①～④について特に評価の高い項目がある企業に対して、

審査委員会特別賞等の賞を付与します。 

 

３．応募・受賞対象者 

①応募・受賞の対象は事業体（企業）単位とします。（ＮＰＯ法人や組合な

ど、株式会社以外の事業体でも応募・受賞の対象となります。） 

②応募は自薦・他薦を問いません。 

 

４．募集期間 

２０２５年１月８日（水）～２０２５年２月１２日（水）※必着 
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５．応募方法 

 以下の応募ページから応募方法を選択いただき、ご応募ください。 

企業の基礎情報、応募にあたっての PR ポイント、財務情報（直近三期分の

資本金、売上、営業利益、税引き後当期純利益、自己資本、総資産、決算期の

開始日・終了日）など、幅広く記載いただく旨、ご承知おきください。 

 

【応募ページ】 

 https://www.pwc.com/jp/ja/news-room/meti-startup2025.html 

 

 

【応募に関する注意事項】 

・応募に際して手数料等はかかりません。 

・応募内容に不備がある場合、審査できないことがありますのでご注意くださ

い。 

・応募内容の確認、追加資料のお願いなど事務局から応募者（推薦者含む）に

対して連絡をさせていただくことがあります。 

・受賞企業は、活動内容を、新聞、雑誌、インターネット等で公表させていた

だきます。また、報道関係者等からの取材にご協力をお願いすることがあり

ます。 

 

 

６．受賞者の発表・表彰式 

① 受賞者等については経済産業省のホームページ等で公表します。選外とな

ったものについての連絡は行いません。 

② 受賞者に対しては、表彰状等の授与を行う予定です。受賞者には追って表

彰式の詳細をご連絡いたします。 

③ 表彰後に禁固刑以上の刑等に処された場合は、受賞を取り消し、表彰状等

は返納することとします。 
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【お問い合わせ先】 

【応募方法・応募要領・その他に関するお問い合わせ】 

「日本スタートアップ大賞２０２５」事務局（PwC コンサルティング合同会社） 

（メール）jp_cons_nippon_startup_award_2025@pwc.com 

 

【日本スタートアップ大賞全般に関するお問い合わせ】 

経済産業省 イノベーション・環境局 イノベーション創出新事業推進課 

担当：坂口、臼井 

（ＴＥＬ）０３－３５０１－１６２８  

 

【農業スタートアップ賞に関するお問い合わせ】 

農林水産省 大臣官房政策課 技術政策室 

担当：松下、中村 

（ＴＥＬ）０３－３５０２－５５２４ 

 

【大学発スタートアップ賞に関するお問い合わせ】 

文部科学省 科学技術・学術政策局 産業連携・地域振興課 産業連携推進室 

担当：南、濵﨑、佐竹 

（ＴＥＬ）０３－６７３４－４５８４ 

 

【医療・福祉スタートアップ賞に関するお問い合せ】 

厚生労働省 医政局 医薬産業振興・医療情報企画課 医薬品産業・ベンチャー等支援政

策室 

担当：黒岩、甫坂 

（ＴＥＬ）０３－３５９５－２４２１ 

 

【国土交通スタートアップ賞に関するお問い合わせ】 

国土交通省 

大臣官房 技術調査課 

担当：岡本、徳谷 

（ＴＥＬ）０３－５２５３－８１２５ 

総合政策局 技術政策課 

担当：本田、黒田 

（ＴＥＬ）０３－５２５３－８９５０ 

 

【情報通信スタートアップ賞に関するお問い合わせ】 

総務省 国際戦略局 技術政策課 

担当：毛利、濱口、佐藤 

（ＴＥＬ）０３－５２５３－５７２５ 



日本スタートアップ大賞２０２５ 応募要領 
 
 

8 
 

 

 

【防衛スタートアップ賞に関するお問い合わせ】 

防衛装備庁 装備政策部 装備政策課 防衛産業政策室 

担当：鶴ヶ野、沖田 

（ＴＥＬ）０３－３２６８－３１１１ 


